










理を行った。以下，教育内容の把握から見えてき

た課題を介護の担い手養成のありようの観点から，

３点に絞り考察する。

１点目は，老人福祉法を根拠法とし，低所得者

層を中心に活動する老人家庭奉仕員制度と，社会

保険方式による認定者を対象とする介護保険との

間での，制度上の不連続性と担い手養成の課題に

ついてである。1990 年代後半以降の少子高齢化

の進展は，高齢者虐待，認知症者への対策などを

含み，介護問題を政策課題に推し進めてきた。そ

のため介護の担い手養成においては，「40 時間の

有給老人家庭奉仕員の教育より，240 時間の療養

保護士の教育の方がより高度である」
８）

という認識

があったと考える。また，介護保険の導入は，今

までの低所得福祉から介護の必要度に応じて誰も

が利用できる制度への転換でもある。

しかし，家庭奉仕員の教科目には，社会福祉関

係の中に「家庭奉仕員サービス入門」があり，家

庭奉仕員には「直接サービスを提供しながら老人

の希望やニーズを知り，問題解決を図るために必

要に応じて関連機関との調整を図る」
９）

という機能

がある。一方，介護保険の目的が「老後生活の安

定と家族の負担を軽減」
10）

であることを鑑みると，

家庭奉仕員と介護保険下における訪問療養では，

おのずと役割が異なっていると考えられる。つま

り，在家福祉サービスにおける介護の担い手のあ

り方を，地域福祉と社会保障制度の双方の観点か

ら吟味し，有機的に繋いでいく作業が求められて

いると考える。

２点目は，医療現場の中での看病人に求められ

る役割とは何かということである。筆者らは昨年

度，医療機関で働くわが国の付添看護と韓国の看

病人の業務内容を，療養上の世話，治療の補助・

医療行為の一部，固有の業務に分け，「患者ニー

ズの代弁や医療スタッフや家族等との連絡調整，

患者の生活意欲を引き出すための言葉かけ，口か

ら食事が摂れるように食べやすい食形態の工夫」

などを，固有の業務として分類した
11）

。その理由

は，患者ニーズの代弁やよりよい生活のための環

境整備などは，患者の傍らに付き添う人に求めら

れる福祉的視点ではないかと考えているからであ

る。療養保護士の教育は看病人の教育を参考にし

たと言われている。介護の質や専門性の論議にお

いても，看病人の生活行動援助を正しく認識する

必要があると考える。

３点目は，韓国の介護保険下における療養保護

士が，国民の介護ニーズに応えられる介護の担い

手になるための人材育成策についてである。

韓国の介護保険は 2006 年２月の政府案では，

「老人スバル保険」であった。スバルとは，韓国

語で「世話・助ける」等の意味を持ち，「スバル」

より「療養」の方が，専門家的でイメージが良い，

福祉関係者よりが医療・看護関係者の意見が強かっ

たなどを背景に，最終的には「老人長期療養保険」

に落ち着いた。介護保険発足後 1 年目の段階で，

現状の３等級からもう１ランク軽度の４等級も介

護保険の対象にすることが提示されたが，少子高

齢化の進展の中で，認知症者とその家族，高齢者

虐待等の対応も含め，多様な介護ニーズが顕在化

しており，療養保護士に求めるニーズも変化して

きていると考える。量的人材確保から質の向上へ

の積極的な議論が，より一層求められていると言

えるだろう。

おわりに

家庭奉仕員・療養保護士・看病人の教育内容を

切り口にしながら，ほんの一部であるが介護の担

い手養成の課題の整理を試みた。韓国社会が社会

保障制度全般の大きな転換期であることは言うま

でもないが，専門的な介護の担い手への認知や労

働環境等の改善方案は，始まったばかりである。

また，わが国においても介護の質や人材育成策の

論議は揺れており，韓国の実状と重なる面も多い。

これからも韓国の動向に学びながら，日韓の介護

人材の研究を深めて行きたい。

最後に，聞き取り調査等にご協力頂いた皆様，

通訳としてお世話になった方々には，この場をお

借りして感謝申し上げたい。
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本研究は，平成 21 年度科学研究費（基盤研究

（C）21530639「ポスト介護保険時代における介

護の質と担い手養成に関する研究 ―人材育成策

の内容と課題に対する日韓比較―」）助成に基づ

いた研究の一部である。また，白梅学園大学・短

期大学の長期研修制度による研究成果の一部でも

ある。

【注】

１）角田由佳：「韓国における社会保障改革」

『千葉大学 公共研究 第 2 巻 2 号』2006

２）医療法第 3 条による療養病院は，回復期の患

者を対象に医療サービスを行う医療機関である。

保健福祉部が，増えつつある長期療養サービス

の需要を充足させ，また中小病院の経営活性化

を図るために，2002 年から療養病床拡充支援

融資事業を実施，2003年の 68 か所（8355 床）

から 2008 年７月には 639 箇所（70998 床）に

増加（保健福祉家族部，保健福祉統計年報より）。

過剰供給を理由に支援融資事業は 2008年に廃

止されたが， 2010 年 2 月段階で 810 箇所 （

96000床）に増えている。

３）韓国は「在宅」ではなく「在家」と呼んでい

る。

４）わが国の厚生労働省にあたる政府機関，2008

年２月に保健福祉部から保健福祉家族部に変更

された。

５）国民健康保険公団は，医療保険並びに老人長

期療養保険の保険者である。地域の実情に関わ

らず，保険者として一元的に管理している。

６）老人福祉法の改正（2010 年４月 26 日施行）に

より，１級と２級の資格区分はなくなり「療養

保護士」に統合された。なお，従来の２級者資

格者は，所定の教育課程を履修することで，

「療養保護士」を付与される。

７）日本語訳では，情操教育・人格形成教育の意

味。

８）保健福祉家族部の職員の見解では 240 時間の

教育は高度という認識があると筆者らは受け取っ

た。

９）有給課程（40 時間）の教育課程は，わが国

のホームヘルパー養成課程 40 時間と同様の内

容である。参考にして作成されたと思われる。

10）老人長期療養保険法の目的（第 1 条）は，

「高齢や老人性疾患等によって日常生活を一人

で遂行しがたい老人等に提供する身体活動また

は家事支援等の長句療養給付に関する事項を規

定して，老後の健康増進及び生活安定を図り，

その家族の負担を減らすことで国民の生活の質

の向上を図ること」である。

11）日本の病院には，明治期から特定の患者に付

添い世話をする，職業付添人が存在してきた。

1980 年代前半には，特別養護老人ホーム等が

不足する中で老人病院が増加し，寝たきり高齢

者介護の担い手としての職業付添人が，組織外

職員として病院内に組み込まれていた。しかし，

1994 年に付添看護制度は廃止され，組織内介

護職員に転換された。日本では過去のものであ

るが，韓国には現存するため，日韓の実情を考

慮し比較研究を行った。（第 15 回日本介護福祉

学会において，「医療機関に従事する介護福祉

職の日韓業務比較 ―病院付添人の業務内容を

てがかりに―」という題目で発表，文京学院大

学，2009.9.13）
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